
成年後見制度研修会

5/11 7/３～

7月9日（木）は、みんなでグループワーク

尾張北部権利擁護支援センター お問い合わせはこちら

〒485-0041　小牧市小牧5－407　ふれあいセンター内 ファックス　0568－74－5855

けんよご ☎0568ｰ74ｰ5888 https://kenyogo.net

2026 月 金

けんよご

第 1回
成年後見制度の
基礎を学ぶ

認知症や知的障害、精神
障害のある人に関わる仕
事をする人が知っておく
べき、最低限の知識をコ
ンパクトに学びます。

成年後見制度は、大きく見
直される予定です。改正の
概要を踏まえて、これから
の制度の活用の仕方を検討
します。

申込みが
必要
です

行政・福祉職向け

ｅラーニング

（オンライン動画視聴期間）

第2回
成年後見制度を
利用する

第 3回
成年後見制度を
活用する

制度利用をする場合は、ど
んな流れになるのか、身寄
りのない方など、市長・町
長申立てになる事例を取り
上げ具体的に学びます。

Zoomを用いてオンライングループワークを開催します。
（申込み先は、研修動画の中でご案内します）

尾張北部権利擁護支援センターは、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町の4市町が共同設置しています。

お申込み後すぐに
視聴用 URL をお
知らせします。

各回２０分程度の動画配信予定です。

好きなときに学べる

新しく担当する人のための

https://forms.o�ice.com/r/fKDy1YazQB

申込み

https://forms.office.com/r/fKDy1YazQB


１講座 20 分程度の動画です。

講義 1　成年後見制度の基礎を学ぶ
講義 2　成年後見制度を利用する
講義 3　成年後見制度を活用する

グループワークで磨こう感性
７月９日 (木 )　13 時 30 分～ 16時
実際に、成年後見が必要そうな人であったら、
どんなふうに考えて、どんなふうに進めていけば
いいのだろう。　
　⇒グループ検討で学んだことに磨きをかけよう。
※オンラインで行います。ひとり 1端末と静かな部屋を
ご用意ください。

昨年度参加者の声
○　申立て手続きの基本が分かりやすい。手続きのわずらわしさを解消できた。
○　「申し立てから審判がおりるまでの期間の本人への支援」について、まさに
　　悩ましく思っていたので、勉強になりました。
○　具体的な流れを紹介していただき、ケースによる対応の違いを理解するとと
　　もに知識を深めることができました。

講義だけの受講もOKです。
お申込みはこちらから⇒

ホームページからも申し込めます。

お問合せ先　けんよご（尾張北部権利擁護支援センター）
　　　　　　電話0568－74－5888　FAX 0568－74－5855

https://kenyogo.net

スキマ時間に動画で受講

配信期間　５月１１日～７月３日　

講義だけの受講もOKです
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